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倫 理 宣 言
1-6．法人概要 （2025年6月30日現在）

当法人のミッションである、「「九州」を地盤とした公認会計士として地域経済の健全な発展のために何ができる
のか？ということを求め続けます。」を形にすべく、IPO支援に重点を置きます。具体的には、今後５年以内に、毎
年１社の新規上場（プロ向け市場を含む。）への関与を実現させたいと考えております。

また、現在独立した品質管理を実施する部門を組織上、設けておりませんが、中期的には監査部門とは独立した
品質管理部門を設立することにより、品質管理の更なる向上を図ってまいります。

2007年 ８月 如水監査法人設立
2009年 11月 上場会社監査事務所名簿（旧制度）へ登録
2010年 ７月 事務所を移転（福岡県福岡市中央区赤坂）
2014年 10月 パートナーを5名から７名に増員
2024年 5月 上場会社等監査人名簿へ登録
2024年 8月 事務所を現住所へ移転
  （福岡県福岡市中央区大名）

大会社等
金融商品取引法・会社法 7 社

その他の会社等
金融商品取引法 1 社
会社法 5 社
その他法定監査 1 社
その他任意監査 3 社

合計 17 社

私たちは、職業的専門家として常に誠実な態度を保持し、率直かつ正直に、強い意志を持っ
て適切に行動します。また、重要な虚偽又は誤解を招くような情報、思慮なく提供された情
報及び省略又は曖昧にすることにより誤解を生じさせる情報には関与せず、情報の信頼性
の確保に努めます。

1.

《誠実性》

私たちは、バイアス、利益相反及び個人、組織、テクノロジー又はその他の要因に影響され
ることなく、職業的専門家として客観的な判断を行います。

2.

《客観性》

私たちは、ビジネスの進展やテクノロジーの動向を継続的に把握し、専門業務の提供に必
要な知識及び技能を修得及び保持します。また、職業的専門家として、注意深く、適切に、か
つ適時にその職責を果たすよう行動します。

3.

《職業的専門家としての能力及び正当な注意》

私たちは、公共の利益に対する社会の期待を認識し、厳格に、業務上知り得た情報の秘密を
守ります。正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た秘密情報を開示又は利用しませ
ん。

4.

《秘密保持》

私たちは、その職責を果たすに当たり、関連する法令及び適用される基準等を遵守し、公共
の利益のために行動するという責任を全うし、職業的専門家に対する社会的信用を守りま
す。

5.

《職業的専門家としての行動》

監査クライアント数 沿革

パートナー 7 名
公認会計士 18 名 （内、非常勤13名）
その他 3 名 （内、非常勤1名） 
合計 28 名

法人名

法人代表

所在地

設立

グループ法人

提携先

職員数

如水監査法人

廣島武文

福岡県福岡市中央区大名2－6―50
福岡大名ガーデンシティ・タワー 11階

2007年8月

如水税理士法人
如水コンサルティング有限責任事業組合（LLP）

名称  一般社団法人ベーカーティリージャパン
提携内容 メンバーシップ
 （当該提携は、「監査事務所における品質管理」（品質管理基準報告書第１号）に
 規定されるネットワークには該当しません。）

1-7．監査法人の中長期的に目指す姿
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当法人は、監査業務の品質を重視する風土を醸成するため、全てのメンバーに対し、当法人の品質管理に関する
方針及び手続、職業的専門家としての基準及び適用される法令等を遵守して業務を実施すること、及び状況に応
じた適切な監査報告書を発行することの重要性を、一貫した行動と明確なメッセージを通じて繰り返し示してお
ります。具体的には、当法人における監査業務の品質重視に関する方針及び手続を規定しております。同規定にし
たがい、品質管理の仕組みに関する最終的な責任を負う法人代表からのメッセージを定期的に全てのメンバーに
対し発信することで、監査の品質管理の重要性を周知するとともに、全てのメンバーを対象とする法人内部での
研修において、法人代表が重ねて「監査の品質管理」の重要性を強調しております。品質管理責任者は、監査チーム
に対して特定の監査リスクの対応状況について、積極的な確認とリーチアウト活動を行うことで監査チームの被
監査会社との意見交換をサポートしております。

当法人の監査アプローチでは、監査リスクの評価を基本的かつ最も重要な要素であると位置付けております。
監査上のリスクを適切に評価し対処するため、基本的に全ての監査業務において、被監査会社の経営幹部及び監
査役等との監査上のリスク（不正リスクを含む）に関するディスカッションの実施を義務付けております。

監査の現場においても、監査人独自の分析にとどまることなく、外部レビュー及び検査の結果の概要を含め、被
監査会社との間で十分な意見交換や議論を行うことにより監査手続を実施することや、監査終了時における監査
現場における被監査会社とのコミュニケーションを実施しております。

また、法人代表からのメッセージ等の伝達内容の浸透度合いの確認及び評価については、アンケート形式で全
てのメンバーから伝達内容の理解度に関する回答を入手し、これを集計・評価したうえで、以後の伝達方法の改善
に役立てております。監査品質の重要性について繰り返し法人内外に発信することだけではなく、これを法人代
表自らが行動で示すことが重要であると考えております。

当法人では、法人代表を含めた全ての構成員がオープン型オフィスで執務を行っております。これにより、年齢
や職階に関係なく、建設的な意見を表明する文化の醸成を図っており,全ての監査チームメンバーにより行われる
監査チームミーティングにおいて、意見交換を積極的に行うことを義務付けております。

さらに監査法人内部において定期的に研修会を開催し、その中でのワークショップを通じて、会計監査を巡る
課題、知見、経験の共有を行っております。

当法人では、監査業務の品質の管理に従事する公認会計士を選任しております。
担当者ごとの監査業務の品質の管理業務及びその時間は以下のとおりであります。

2025年６月30日現在において、品質管理責任者が１社の上場会社の監査業務に関与しておりますが、今後２～
３年を目途に上場会社への関与を行わないことで品質管理業務の独立性をより高めます。

また、品質管理責任者が上場会社の関与を継続する期間における、品質管理責任者が関与する上場会社の品質
管理活動については、品質管理責任者以外の社員及び品質管理活動の専任者が実施することによって、監査業務
と品質管理業務との間の独立性を担保いたします。

当法人は、全てのメンバーが独立性及び職業倫理に関する規定を遵守しなければならない旨を「監査の品質管
理規程」において定めております。

品質管理責任者は、毎年７月１日に、全てのパートナー及び職員に対し、独立性及び職業倫理に関する規定への
抵触の有無について確認しております。

また、各監査契約の業務執行社員は、監査計画作成時、期中レビュー報告書提出前並びに中間監査報告書及び監
査報告書提出前に、全ての監査チームメンバーに対し、独立性及び職業倫理に関する規定への抵触の有無につい
て確認を行っております。

直近における独立性及び職業倫理の保持の確認状況は以下のとおりであります。

当法人では、業務執行社員及び審査担当者のローテーションについて以下の通り定めております。なお、当法人
では全ての監査業務に対して、レビューパートナー制度による審査制度を採用しております。

以下の全てを満たす場合にのみ、関与先との契約の新規の締結又は更新を行う旨を「監査の品質管理規程」にお
いて定めており、既存のクライアントを含め、反社会的勢力、反市場的勢力との関係が無いことを契約締結の前提
としております。

➀ 当法人が、時間及び人的資源など、業務を実施するための適性及び能力を有していること。
➁ 当法人が、関連する職業倫理に関する規定を遵守できること。
➂ 当法人が、関与先の誠実性を検討し、契約の新規の締結や更新に重要な影響を及ぼす事項がないこと。
また、監査責任者及びレビューパートナーに必要な経験及び能力、完了した監査業務の検証として適切な経験

及び能力、監査責任者等の選任手続、監査業務見込み日数の確認等を規定し、運用しております。

品質管理基盤2

2-1. 品質管理に関する基本方針

2-2. 品質管理体制

2-3. 独立性及び職業倫理の保持のための方針及び手続

2-4. 業務執行社員等のローテーション

2-5. 新規の契約の締結及び更新の方針及び手続

実施時期 対象範囲 抵触の有無

2024年７月 ���％ 無し

2025年７月 ���％ 無し

担当者 主な担当業務 担当業務の時間
（����/� ～ ����/�）

法人代表
（品質管理責任者を兼務）

IT担当
（パートナー 1名、マネージャー 1名） 

品質管理活動の専任者
（公認会計士１名）

813.3時間

83.0時間

331.3時間

288.1時間監査ツールの開発、人事考課等

合計

その他

監査業務に関するルールの整備及び運用の全般

監査業務及び監査法人の品質管理に関する
ルールの整備、運用及びモニタリングの全般

完了した監査業務の検証及び
日常的モニタリングの一部

1,515.6時間

監査対象会社の種類 ローテーション期間
最長任期７年、インターバル５年

最長任期７年、インターバル２年

最長任期７年、インターバル３年

最長任期７年、インターバル２年

最長任期７年、インターバル２年

筆頭業務執行社員

その他の業務執行社員公認会計士法上の大会社

上記以外の法人

レビューパートナー

業務執行社員

レビューパートナー
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盤当法人では、インサイダー取引規制、独立性、コンプライアンス及び情報セキュリティ等を含む年間研修計画

（研修カリキュラム）を策定しております。法人主催の研修や重要研修に指定された研修を全てのメンバーが受講
していることを確認しております。

当法人が行う法人主催の研修の状況は以下のとおりであります。

また、CPD単位取得に関しては、常勤のメンバーについては年間50単位以上、非常勤のメンバーについては年間
40単位以上の取得を義務付けております。

2024年７月から2025年６月までの執務日数の状況は以下のとおりであります。（非常勤職員は除く。）
当法人では、職員の多様なライフスタイルや働き方に合わせて、職員一人一人のニーズに合わせた監査業務へ

のアサインメントを行っております。これにより、職員の健康の維持を図るとともに、監査品質の維持・向上を実
現いたします。執務日数は、各職階の年間執務日数の平均日数であります。シニアスタッフについては、週３勤務
等のスタッフが含まれるため、平均執務日数は他の職階の日数に比べ少なくなっております。平均執務日数は1日
を7時間として計算しております。

また、年間を通じて月別に最も執務日数が多かった月の執務日数を月別の最高執務日数として記載しておりま
す。

4-3．研修に対する方針、体制及び実績

4-4．執務日数の状況

■ 人員数及び人員割合

職階
2024年7月

人員数（人） 人員割合(%) 人員数（人） 人員割合(%)

2025年６月

パートナー  7(1) 25.9(3.7) 7(1) 25.9(3.7)

マネージャー 3 11.1 3 11.1

シニアスタッフ 6(3) 22.2(11.1) 3(2) 11.1(7.4)

スタッフ  2 7.4 2 7.4

非常勤（公認会計士） 9(1) 33.3(3.7) 12(1) 44.4(3.7)

 合計 27(5) 100(18.5) 27(4) 100(14.8)

（注）表中の（ ）は女性の人員数及び人員割合であり、内数で記載しております。

■ 有資格者の人員数及び人員割合

職階
2024年7月

人員数（人） 人員割合(%) 人員数（人） 人員割合(%)

2025年６月

公認会計士  25 86.2 25 83.3

公認会計士試験合格者 2 6.9 2 6.7

不動産鑑定士（注2） 1 3.4 1 3.3

CIISA（注1）（注2） 1 3.4 2 6.7

 合計 29 100 30 100

（注1）CISA（Certified Systems Auditor）とは、情報システムの監査及びセキュリティ等に関する高度な知識、技能と経験を有するプロフェッ 
 ショナルとして認定された国際資格であります。 

（注2）不動産鑑定士1名、CISA１名はそれぞれ公認会計士の人員数と重複して記載しております。

年度 平均単位取得数

2023年度 54.0 0人

2024年度 52.2 0人

義務未達成者

職階 執務日数

マネージャー 171.9 22.5

シニアスタッフ 125.2 27.9

スタッフ 175.1 23.3

月別の最高執務日数

■  法人独自研修の実施及び履修状況

実施月 履修割合(%)

2024年７月 100

2025年１月 100

 合計 100
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